
建設分野の災害対応マネジメント力の
育成について

～ケースメソッドの活用策、その効果等について～

建設マネジメント委員会

2013年9月4日

討議の進行について

１ 議論の枠組みなど（予備知識等）

・災害対応マネジメント力育成研究への取り組み

・ケースメソッドについて

・防災訓練、教育等の現状について

２ ケースの主人公が語る（東日本大震災での災害対応事例）

３人の当事者が自らの体験を元にケースの素材を提供

３ 全体討議
災害対応マネジメント力の育成について、ケースメソッドの

活用策、その効果等について議論する
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特別参加 ケースメソッド 

高 田 朝 子(たかだあさこ) 法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災教育・防災訓練 

上 谷 昌 史（かみたにまさし）一般財団法人 河川情報センター 情報開発部長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケースの主人公① 

川 嶋 直 樹（かわしまなおき）一般財団法人日本建設情報総合センター経営企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

【略 歴】 

モルガン・スタンレー証券会社勤務をへて、 

サンダーバード国際経営大学院国際経営学修士（MIM）、 

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 経営学修士（MBA）、 

同博士課程修了（経営学博士）専門は危機管理、組織行動 

【主な著書】 

『人脈の出来る人 人は誰のために「一肌ぬぐ」のか？』（慶應義塾大学出版

会） 

『危機対応のエフィカシー・マネジメント －「チーム効力感」がカギを握る－』

（慶應義塾大学出版会） 

『組織マネジメント戦略 （ビジネススクール・テキスト）』（共著、有斐閣） 

『ケース・メソッド入門』（石田英夫編さん・慶應義塾大学出版会） 

【略 歴】 

平成 2 年 4 月に建設省入省、平成 10 年 4 月東北地方建設局企画部企画課長、 

その後、河川局防災課災害対策室企画専門官、北陸地方整備局信濃川下流河川 

事務所長等、主に河川関係に従事 

熊本県土木部総括審議員兼河川港湾局長に出向の時、九州北部豪雨を経験（平成２４年） 

平成 25 年 4 月より現職、防災訓練業務等を担当 

 

（災害対応マネジメント力育英研究委員会委員）

【略 歴】 

昭和 59 年 4 月に建設省入省、岡崎市助役（副市長）に出向、 

国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室長等を歴任 

平成 21 年 7 月東北地方整備局企画部長に就任し東日本大震災に遭遇 

【震災時の業務】 

企画部業務の総括の他に、東北地方整備局災害対策本部員として、 

「マスコミ等問い合わせ対応」、「本省災害対策本部対応」、「その他道路・河川の

共通またはどちらでもない技術的事項すべて」を担当 

 

平成２４年７月より現職       （災害対応マネジメント力育英研究委員会委員）

パネリストの紹介 
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ケースの主人公② 

小 山 健 一（こやまけんいち）国土交通省東北地方整備局道路部道路計画第一課長 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ケースの主人公③ 

三 瓶 清 志（さんぺいきよし）㈱熊谷組シニア社員（庁舎建設工事現場代理人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司 会 

木 下 賢 司（きのしたけんじ）一般社団法人ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会専務理事 

 

 

 

 

 

【略 歴】 

平成 16 年 4 月国土交通省入省 

２１年 4 月相馬市建設部長へ出向（東日本大震災時） 

【震災時の業務】 

行方不明者捜索、災害廃棄物撤去、仮設住宅、建築制限、 

高台移転等の被災者住宅施策  等 

 

２５年４月より現職 

昭和４３年 ㈱熊谷組入社、以後、（４２年間）建築施工（現場）一筋 

東北支店・北海道支店において病院・共同住宅など約３０件の工事施工経験 

平成２２年 60 歳定年 シニア社員として継続勤務 

【震災時の業務】 

平成２３年の東日本大震災時は「東北支店」工事管理グループ部長として

建築工事現場の指導・補佐 

同年３月～１０月仙台空港等の震災復旧工事を補佐 

平成 25 年度より現職 

昭和 54 年４月建設省に入省し、道路局、建設経済局、警察庁、国土庁、JH、

近畿地方建設局、四国地方整備局、土木研究所、神奈川県庁等で、主に道路行

政、研究活動に従事 

平成 22 年９月、国土地理院参事官を最後に退官し、現職 
 

平成９年、土木研究所建設マネジメント研究センターの開設により初代の建設

マネジメント技術研究室長に就任、以降、土木学会の建設マネジメント委員会

の活動に参画、22-24 建設マネジメント委員会幹事長、24-25 副委員長を務める

23-24 東日本大震災の災害対応マネジメント特定テーマ委員会の活動に参画 

 

（災害対応マネジメント力育英研究委員会小委員長）
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災害対応マネジメント力の育成に関する研究
（平成２５年度土木学会重点研究）

・2011～2012 災害対応マネジメント特定テーマ委員会※が、東日本大震災での災害対
応マネジメントの記録を整理 ※土木学会東日本大震災フォローアップ委員会としての活動

・災害対応マネジメント力の重要性を認識
情報の途絶、混乱等の中で建設分野の災害対応を行うには、それぞれの持ち場の
責任者（担当者）が迅速に判断し速やかに実践する（できる）ことが重要である。

それは、あらかじめ定められたマニュアルや協定に沿ったものではなく、多くは日常
業務を通じて培われた現場判断力であったり、関係者相互の信頼関係の上になさ
れた臨機の対応であったりするが、平時とは異なるマネジメントの能力である。

・ 災害対応の判断力、実践力（災害対応マネジメント力）の育成を
図ることは、今後の我が国の災害への備えとして重要な課題

・ 東日本大震災の災害対応の事例に基づき、災害対応マネジメント力育成のため

の手法開発（ケースメソッドの活用）、施策提言等に取り組む

⇒ 平成２５年度土木学会重点研究として取り組むことに

研究の背景、目的

3

研究計画、体制

現状での防災教育、
訓練等の課題整理

東日本大震災での事例掘り下げ
・様々な状況下で行われた災害対応

マネジメントの事例収集

・災害対応マネジメント力はどのように
発揮されたか

ケースメソッド活用策（授
業法・講師養成法等）

教材 ２

４、５、・・

教材 １
教材 ３

ケース試作

災害対応マネジメント力育
成のための研修制度等に
ついての提言

建設マネジメント委員会で模擬講習
等を検討

土木技術者のコンピテンシー（知識、スキル）における災害
対応マネジメント力の位置づけの整理

教育企画・人事育成委員会 土木工学分野における知識体系・能力体系の検討小委員会

建設マネジメント委員会 災害対応マネジメント力育成研究小委員会

重点研究の実施期間は２５年度のみ。ただし、災害対応マネジメント力育成の
ためのケース作成、ケースメソッドの普及等には継続して取り組む

4

-4-



建設分野の災害対応（東日本大震災の例）

着色部分は「災害対応マネジメント
特定テーマ委員会」報告書に取り
上げた災害対応活動

着色部分は「災害対応マネジメント
特定テーマ委員会」報告書に取り
上げた災害対応活動

5

ケースメソッドで災害対応マネジメントの何を学習するのか
（何故、災害対応にはケースメソッドが向いているのか）

１ 災害時に活かされた（活かされなかった）事前の準備、過去の経験など

各種のマニュアル、災害協定、防災訓練、・・・

災害経験、災害対応（マニュアル作り等）等の経験の有無

２ 基本ルールやマニュアルを超えた非常時の対応

「臨機の対応」、その判断はどのような判断の上に行われたのか、・・・

３ 通信途絶、情報不足等の下での組織や人の連携、協力による対応

分断された組織や人の判断、行動は全体として効果的なものになるとは
限らない。どのような連帯意識の下に判断、行動したか、・・・

ケース教材では、災害対応に当たった主人公達が、どのような状況の中で、何に
迷い、悩み、そして決断したかを疑似体験してもらいたい。

その上で、置かれた状況への認識、同じ状況に置かれた場合の対応等について受
講者間で議論し、今後の災害対応に当たって身に付けるべき知識、経験等とともに
自らの行動指針となるような意識を身に付けてもらいたい。

6
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（参考）「防災に関する人材の育成・活用について」の概要より

中央防災会議 防災に関する人事の育成・活用専門調査会 平成１５年５月

防災に関する人材育成・活用の必要性

迅速かつ的確な災害対策を行うことができるかどうかは人材の資質に依るところが大きい。そのため、国、
地方公共団体の防災担当職員の人材育成・活用はもちろん、地域の防災リーダーやボランティア組織・Ｎ
Ｐ Ｏ等のリーダーの人材育成、学校における防災教育の充実等が必要。

基本的視点

１ 推進のための共通課題

■ 防災に関する人材育成のための手法の開発 ■ 防災に関する人材育成に係る情報の共有

２ 人材の育成・活用と連動して推進するべき基本的な事項

■ 災害対先に関する知識の蓄積・共有化 ■ 防災業務の標準化

３ 関係機関等の緊密な連携

具体施策

１ 防災担当職員の人材育成・活用

■ 標準的な研修プログラムの策定

■ 標準的な研修プログラムに基づいた

カリキュラムの編成及びテキストの作成 ・整備

■ 研修の実施等による人材育成策の充実

■ 地方公共団体の首長等幹部職員の研修の充実

■ 実践的訓練の普及・推進・・・・図上訓練等の実践的訓練について、手法の開発等・・・・

■ 防災力向上を目指した人事方策

２ 地域の防災リーダーやボランティア組織等のリーダーの人材育成

３ 学校教育

４ 研究機関・高等教育機関

【研修プログラムの内容】
１ 知識編 □ 「災害」の性質に関する知識を養成

□ 防災対策に関する制度の基本的知識を養成
□ 災害対策の実践に関する基本的知識を養成

２ 対応能力編
平常とは異なる状況の中で、迅速かつ的確な対処を行うこと
ができる能力を養成

7

標準的な研修プログラムの内容（案）
～防災担当職員用～

１ 知識編

（略）

２ 対応能力編
災害に対応して、自らの防災に関する知識を有機的に結合し、適切な行動・役割をとることのできる能力を養成する。

＜養成内容＞

〇平常時との比較で災害時の活動の特殊性を理解させる （平常時モードから災害時モードへの円滑な切り替え）

〇大規模災害人災害イメージ、活動イメージを理解させ、状況予測能力の養成を図る

〇自らの役割を整理し、理解する能力の養成

〇対策（活動）の適否判断能力の養成

〇プレゼンテーション・コミュニケーション能力の養成

＜手法例＞

（１）ケースメソッド

防災機関の活動記録、防災職員の活動手記等を素材（検討対象）に、そこで選択された対策（活動）について、教訓、課題と
すべき点を考えさせる方法。

（２）図上訓練

① 状況付与型訓練 訓練の進行に応じ状況を付与し、状況への対応、役割行動を問う

② 状況予測型訓練 訓練参加者に経過時間ごとに災害状況等を予想（創出）させ、それを前提に対応方針を問う

（３）その他の手法

8
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ケースメソッドの有効性 法政⼤学経営⼤学院イノベー
ション・マネジメント研究科
教授 ⾼⽥朝⼦

いわゆる「授業」の種類

講義
ワークショップ
ケースメソッド

2

ケースメソッドとは
ケース
ケース授業
ケースメソッド
ケースメソッド授業
ケーススタディ
ケース研究

3

ケースメソッド授業とは

4

なぜ⽣まれたのか
ロースクール／メディカルス
クール
判例集／症例集
プロフェッショナル⼈材の育成
１９００年頃から
ハーバードビジネススクール

が中⼼となって開発・改良

5

ケースメソッド授業の特徴
講師の役割
ケースを教材として使うこと

必要なもの
参加者
講師
ケースライター

6

ケース
現実の企業経営の実態をもとにして作成されている
経営者、管理者が判断し決定する当⾯の問題
関連する周囲の状況や意⾒ などが記述されている

ケースには⼀つの正解や正しいやり⽅はない。
参加者各⾃がディスカッションを通じて、⾃ら構築し
たものが各々の正解

7

講師の役割
ディスカッションにきっかけを与えるため
の舵取り役
⾃説を述べない
押しつけない
誘導

8
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なぜ有効なのか？
経営能⼒を⾼める？
経営を教える？
そもそも、教えられ
るのか？

9

経営能⼒の横軸と縦軸

A

C D

E

縦軸：
統合⼒／洞察⼒／戦略⼒

横軸： 専⾨知識

10

経営能⼒の横軸と縦軸

A

C D

E

縦軸：
統合⼒／洞察⼒／戦略⼒
・職務横断的
・個⼈能⼒
・⽂字では伝達しにくい 横軸：専⾨知識

・職能特定的
・⽂字
・移転可能な知識

11

統合⼒／洞察⼒／戦略⼒
修羅場体験の再現
異なった考え⽅に⾝を置くことから
の
“気付き”

リーダーに要求される能力

12

ケースメソッド授業

13

議論を通じて⾃ら学ぶ
結論は⼀つではない
正解はない

14

ケースメソッドで参加者
は・・・

講師のディスカッション・リードを得て、
ケースの中の真の経営問題や課題は何か
当事者として分析し、
当事者として意思決定しなければならない

15

ケースメソッドの議論が
進むと・・・

クラスは、多様な意⾒と判断が交錯しつ
つ、あらたな意思決定と実⾏を探る、試
⾏創造の連鎖の場となる。
これこそコラボレーションを⽣むための
訓練である。

16

-8-



災害対応教育にケースメソッド
を利⽤する
正解が⼀つではない
状況が変化する

個⼈の対応能⼒を上げるため
に疑似修羅場体験は不可⽋

17

実際に経験してみてはいかがで
しょう

18
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1

危機管理演習の取り組み

２０13年9月4日

河川情報センター
上谷 昌史

1

危機の特徴

●高い不確実性
①甚大な被災地域ほど情報が入らない。
②情報がトップまで届かない。
③危機の様相は時間とともに変化。情報が伝わらず認識のずれ。

●時間的切迫性
①多くの意思決定を迫られる。
②事態の概要把握・推移予測が求められる。
③日ごろの手法が使えない可能性
④対処方法についての事前学習が重要

●動員可能資源の不足
①重要事項の選択

2

●危機意識の欠如（認識不足）
深刻さを知らない

●経験の不足（対応できない）
何が起こるか知らない

何をすべきか知らない

●準備の不足（備えがない）
情報システムなどの施設整備、体制、マニュアル、備蓄

危機管理が失敗する要因

3

危機に共通なものは何か
（危機管理の三原則）

①予知することが極めて難しいこと

突然にやってくる

咄嗟に対応する

完璧な対応より拙速を

4

危機に共通なものは何か
（危機管理の三原則）

②予想の規模を越えていること

自分達だけでは対処できない

他からの力を結集する

日頃からのチームワークを

5

危機に共通なものは何か
（危機管理の三原則）

③平時の考え方では対応できないこと

緊急時には考え方を１８０度変える

個人の利益より

集団の利益を重視する

勇気こそ管理者の資質

6
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2

災害危機管理時に頼りにされる存在

災害危機管理時には、本来業務以外
の幅広い役割を期待される。

通信を確保しつつ、

大規模な人員及び資機材投入し、

災害対応を実施できる機関

国交省の出先機関

7

災害時の役割

１．公物管理者

２．防災機関

自然公物 災害防止

人工公物 機能の発揮・保全

緊急復旧

救急救助

災害対策本部の 医療搬送

活動 避難所開設

物資輸送

・・・など 支援

支援

8

危機管理演習の種類

手順習熟型 判断対処型

実働型

図上型

水防訓練
救助訓練
避難訓練

シナリオ

（観艦式）・（軍事パレード）

（出初式）

（軍事演習）

かくし

なし

（リアルタイム進行）

（時間無視）

あり 情報伝達訓練

形
式
的

実
践
的

あり

9

危機管理演習の種類

手順習熟型 判断対処型

実働型

図上型

水防訓練
救助訓練
避難訓練

シナリオ

ロールプレイング

方式

討論方式

（観艦式）・（軍事パレード）

（出初式）

（軍事演習）

かくし

なし

（リアルタイム進行）

（時間無視）

あり 情報伝達訓練

形
式
的

実
践
的

あり

10

ロールプレイング方式

 模擬体験できる

 臨場感あふれる体験

 咄嗟の判断の訓練ができる

 本部内の役割分担、

情報共有等が確認できる

１．プレーヤーは、 あらかじめ

シナリオを知らされない

２．実際に則した

シナリオと時間進行管理

３．実際に則した

災害対策本部構成

自衛隊で使われていたものを自然災害に応用。

平成10年に実用化。

十分な準備期間を取り、人手をかけてきめ細かく作り込む。11

危機管理演習の意義

行動計画
マニュアル

演習災害想定
シミュレーション

課題発見

実対処

12
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熊本白川・緑川合同危機管理演習
（ロールプレイング演習）

13
14

東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会
（討論型図上訓練）

14

現状の課題

＊ 戦略的に企画

＊ ねらいの絞込み（シナリオを毎回発展）

＊ 段階的なレベルアップ

判断対処型演習の更なる充実が不可欠

当初目論んでいた展開

○普及という観点では、一定の成果があった。

●段階的なレベルアップという状況にない。

手間暇がかかる。

転がしていく体制が未確立。・・・ など

15
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1

平成２５年９月４日

東北地方整備局の初動対応

資 料 土木学会全国大会

東北地方整備局 前 企画部長
川嶋 直樹

（ 現（一財）日本建設情報総合センター経営企画部長 ） 0

○被災範囲（津波遡上範囲）は、

南北500km以上の広範囲に及んだ。

津波遡上範囲

（概要）

発生日時：3月11日 14時46分

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄ：9.0

発生場所：三陸沖
（牡鹿半島の東南東、約130km付近）

深 さ ：約24km

震 度 ： 大震度 7 （宮城県栗原市）

東日本大震災 概要と津波浸水区間

1

東北地方整備局の被害状況

▲倒れた本棚、散乱した書類

▲東北地方整備局 庁舎の亀裂

▲東北地方整備局 庁舎内壁割れ

2

災害対策室（３／１１ 夜 19:53）

3

災害対策室（３／１１ 夜）

4

ヘリを緊急発進

発災３７分後、仙台空港の専用ヘリ「みちのく号」を離陸させ、ライブ映像を災対室へ。
その間に、仙台空港滑走路が水没して使用不可能に。

▲仙台空港（３月１１日 １６：００頃）
▲福島第一原発

▲東北地方整備局の専用ヘリ
「みちのく号」

※みちのく号離陸、約30分後には仙台空港に津波襲来

5
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気仙沼国道維持出張所の被災状況

気仙沼市

6

通信網の寸断

×：被災したカメラ

○ CCTVカメラ自体の被災数 ７５台

○ 光ケーブルの切断区間 ４１区間

○ そのため、CCTVカメラ 約200台が画像配信不能
に。

7

通信網の寸断

▲NTTドコモ通信使用不可エリア図

（出典：ドコモ東日本大震災及び復旧状況）

○地震津波における基地局被害や通信回線の遮断等により太平洋沿岸地域は通信網が寸断

3月12日時点

NTT東日本 約150万回線

ＮＴＴdocomo 4900局の基地局が停止

au 1993局の基地局が停止

ソフトバンク 3786局の基地局が停止

▲各通信事業者の被災状況（出典：各事業会社HP）

▲基地局の被災状況（出典：NTTdocomoHP）
8

国土交通大臣（当時）とのテレビ会議

9

テレビ会議での決定事項

○ 国土交通大臣に意見具申したこと。

『津波型災害を想定。

災害復旧に先立ち、地方自治体の応援と救援ルートの確保が不可避。』

○ 国土交通大臣からは、明確な方針と指示。

『第一に人命救助。続いて輸送路の確保。

国土交通省の代表として、所掌にとらわれることなく整備局長の判断により、

考えられることは全部やって欲しい。』

○ １２日からの行動として、「3つの方針」を決断し、指示。

『前提として、太平洋沿岸に大被害が発生。 悪を想定して準備。』

①情報収集

②救援・輸送ルートの啓開

③県・自治体の応援 10

「くしの歯」作戦

第１ステップ 東北道、国道４号の縦軸ライン確保

第２ステップ 東北道、国道４号からの横軸ラインを確保

3/12： 16本のうち、11ルート啓開
3/15： 15ルート啓開

第３ステップ 3/18： 国道45号、６号の97％啓開（作戦終了）

発災後 1日 発災後 4日 発災後 7日
11
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道路啓開

津波により災害を受けた岩手県陸前高田市

陸前高田市

津波により災害を受けた国道の啓開完了

○災害協定に基づく、
地域建設業等の協力（全52チーム）

○関係機関との連携

（自治体、消防、警察等）
12

北海道, 3人
沖縄, 5人

九州, 31人

四国, 24人

中国, 22人

近畿, 53人

中部, 43人

北陸, 67人

国土技術政策総合研究所,

（独）土木研究所,

（独）港湾空港技術研究所,

（独）建築研究所, 7人

合計
255人

TEC-FORCE （テックフォース・緊急災害対策派遣隊）

○発災翌日には、他地整から8名の先遣隊が到着。

○３日目からは、本省の指揮の下、200名レベルの東北地整以外の職員が被災状況を調査。

▲TEC-FORCE出陣式（3/13）

▲各地方整備局等の
TEC-FORCE派遣状況
（3/16時点）

ピーク時63班255人は
全て東北以外から集結

▲近畿地方整備局TEC-FORCE

▲先遣隊への東北地整による状況説明（3/12）

13

災害対策機械

○３／１４までに16自治体と通信機器（衛星通信車、Ku-satなど）によるホットラインを設立。

○ピーク時、派遣した災害対策機械１９２台の約７割（１３０台）は東北以外の整備局より集結。

○ 通信機器（衛星携帯電話等）は、21自治体（29箇所）に提供して、通信を復元。

東北, 62台

関東, 9台

北陸, 36台

中部, 25台

近畿, 20台

中国, 15台

四国, 15台

九州, 9台
北海道, 1台

東北

合計

１９２台

▲各地方整備局の災害対策機械
の派遣状況（4月15日）

■対策本部車

■衛星電話

■Ku-sat
（小型衛星画像伝送装置）

■排水ポンプ車（30m3／min級）

14

リエゾン （災害対策現地情報連絡員）

○発災当日より、４県（青森、岩手、宮城、福島）へリエゾン１０名を派遣。

○３／２３までに、4県、３１市町村へ派遣。

○ピーク時（3/23）、リエゾン96名の約6割が東北地整以外 。

▲タンク撤去のために現地で調整する国交省リエゾン（岩手河国）
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3月 4月 5月 6月

（人・日）

県・自衛隊リエゾン
市町村リエゾン
　　（うち全国地整）

▲リエゾン（県・市町村等）の派遣人数の推移
※市町村への派遣終了（6月4日）まで

▲釜石市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの電源確保に向けた調査結果を
釜石市長へ報告（九州地方整備局リエゾン）

15

支援物資調達

▲生活物資

▲仮設トイレ▲仮設ハウス（南三陸町仮庁舎）

▲テント

16
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•2013/8/28

•1

災害時のマネジメント力

～東日本大震災の教訓～

国土交通省 東北地方整備局 道路部 道路計画第一課長

（前 福島県相馬市建設部長）

小山健一

1

平成25年9月4日

2011年3月12日2010年10月20日

2

【被害概要】

◆死者 458名
◆浸水面積 約2,012ha
◆住宅被害 約6,000棟

（うち、全壊・流出 約1,100棟）

3

【本部長撮影】

3月12日 10:30

第4回 災害対策本部会議

H23.3.12 2:45

4

【本部長撮影】

3/12 午前3:00 行動方針を決定
 担当部課割り振り

 全職員が情報共有化⇒A3用紙1枚にて周知、徹底

建設部が行った初動対応

6

行方不明者捜索

被災地の復旧

被災者住宅支援

排水作業

道路啓開 損壊家屋撤去

車両・船舶撤去
孤立者の解消

給水支援

瓦礫撤去

仮設住宅建設

空きアパート

その他住宅確保

給水車

瓦礫の集約

市道の応急復旧

堤防の応急復旧

本日の対象

行方不明者捜索

排水作業

道路啓開 損壊家屋撤去

車両・船舶撤去瓦礫撤去

瓦礫の集約

堤防の応急復旧

下水道応急復旧

行方不明者捜索等の体制

7

自衛隊自衛隊

警察警察 消防署消防署

消防団消防団市役所市役所

≪市役所の役割≫

◆行方不明者捜索の作業方針
◆損壊家屋や車両・船舶の撤去基準、
現地調査、住民等への説明

◆重機やダンプの手配
◆排水作業
◆捜索用地図の提供 等

（市内建設業者）
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①孤立者救出に全力をあげること
②避難者の食事、生活物資、健康対策
③生存者、行方不明者を確定させろ
④仮設住宅建設のための土地をまとめろ
⑤空きアパートを確保せよ
⑥生活資金を見舞金で
⑦ライフラインの復旧
⑧ガレキ撤去の置き場所確保
⑨棺桶500個を手配せよ 5

生活資金の貸与

市民の協力！

流山市

（市、自衛隊、米沢市）

見舞金 ～ 全国から募ること

水、暖房、食料

自衛隊

他団体からの
支援

・災害協定
・姉妹都市

足立区
裾野市

★復興への準備

発災10時間後 3月12日 AM3:00
これより1枚の表で情報共有

作業の範囲

作業の程度

作業の時期

H23.4.8

9
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•2013/8/28

•1

作業にあたっての留意点

• 関係機関による打合せを毎晩実施

• 作業方針を文書で明示 等

• 関係機関による打合せを毎晩実施

• 作業方針を文書で明示 等

• 関係機関との連携
 重機・車両200台と人員500名の調整

 捜索のメドは？

• 私的所有物（家屋､車両､船舶）の扱い
 所有者許可の有無

 撤去して欲しい人、して欲しくない人

8

内容別作業時期の目安
集中捜索終了
（捜索終了ではないが、

消防団は終了）

H23.4.20

10

行方不明者捜索（区長等による確認）

地元と合意形成をはかりながら、
捜索規模を縮小

H23.4.29～5.6

11

排水作業

【支援車両】（3月19日～5月2日）

排水ポンプ車 延べ258台日

照明車 延べ113台日

原釜・日下石・磯部等、
水没した農地1,000haを

45日で排水！！

12

H23.3.19～5.2

国交省に、直接支援を要請

災害時マネジメントの教訓

【例】行方不明者捜索は、建設部長に一任

・部下を信頼し、責任は自分が負う姿勢

【例】行方不明者捜索は、建設部長に一任

・部下を信頼し、責任は自分が負う姿勢
教訓①

【例】捜索方針の調整と決定
【例】仮設住宅やアパート等の入居基準

・意見を聞く「柔軟性」と、意見に左右されず突
き進む「意志」のバランス

・自らが先頭に立つ

【例】捜索方針の調整と決定
【例】仮設住宅やアパート等の入居基準

・意見を聞く「柔軟性」と、意見に左右されず突
き進む「意志」のバランス

・自らが先頭に立つ

教訓②

13

初期対応全体の 速・ 適化

・理不尽を自分のところで吸収する心・理不尽を自分のところで吸収する心

・役職外でも、自分がすべき仕事を見つけたら
行う

・役職外でも、自分がすべき仕事を見つけたら
行う

教訓④

教訓③

14
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2013/8/28

1

ケース事例
幹線道路の応急復旧

（NEXCO東日本水戸管理事務所）

事象の概要

• NEXCO東日本水戸管理事務所における東日本大震災対応

緊急輸送路の早期通行確保

大規模盛土崩壊被害箇所の短期間での応急復旧

（日経トレンディネット２０１１．３０．３１「英国における「東日本大震災」報道と英国民のリアクション」）

＜復旧スピードの速さは海外も絶賛＞

発生した事象と行動

遭遇した事象、周辺状況 マネジメント行動

事務所庁舎が被災し、建物内にいるのが
危険な状況

安全を確保しつつ早期に本部機能の立
ち上げ

技術系社員の多くが現場に出ており、携
帯電話が不通で連絡不能

限られた参集職員で点検等の体制を組
織し実施

大規模盛土崩落事象発生 対面通行要否の判断
対策工法の早期決定
工期短縮

段差等多数発生した状況で緊急輸送路
指定の情報

緊急復旧の作業員等の確保
中越地震での教訓を活かした対応

原発事故避難者輸送への対応 十分な安全措置が取られていない状況
で認めざるを得ない通行への対応

増加する損傷状況に対し、復旧作業実施
箇所・作業員数が多数となり、情報の共
有に課題

点検報告、作業進捗状況等の情報を共
有化し、翌日作業内容等を的確に指示

資材、燃料の確保 特定ＰＡのＧＳを工事用燃料用に確保
地元業者と砕石調達協定（施工業者）

大規模盛土崩壊箇所応急復旧

昼夜連続２４時間作業、担当職員が常駐し迅速な意思決定

復旧工法検討と並行して準備工、借地交渉着手

平成２３年３月１１日

平成２３年３月１7日

工事
施工者

ＮＥＸＣＯ
＆

ＮＥＸＣＯ
グループ

地震発生から６日後に応急復旧完了

昼夜連続
24時間作業

3/11発生 3/17完了3/12 3/13

緊
急
交
通
路
確
保

↑

緊
急
点
検
・啓
開
作
業

現
地
調
査
Ⅰ

既設舗装等
の撤去

応
急
復
旧
方
針
検
討

現地調査

昼夜連続24時間作業本格着手

工事用車両の燃料確保・補給

砕石供給
24h

図面
作成

ｱｽﾌｧﾙﾄ
供給

要員・機材・資材
の調達調整

② 地元住民の
協力

施工ヤード
借地交渉

草刈伐採

現地
調査
Ⅱ

応
急
復
旧
対
策
検
討
会
議

⇒

工
法
決
定

全体調整（支社本部・グループ各社、警察・地元自治体・住民）

図面
作成 施工監理

④ 燃料の確保

③ 施工者の協力

① 迅速な意思決定

学習目標・学習対象とする技術等

• 学習目標

道路管理を実施している事務所のリーダーが被災した道路
の早期通行確保するために取るべき行動について習得する。

• 学習対象とするスキル、マネジメント行動等

①被災した道路の早期の通行確保

情報把握、復旧作業等人員等の適切配置

発生事象（緊急通行要請等）への対応

②応急復旧工事の工期短縮

迅速な意思決定、次工程を見据え先手を打った行動

③迅速な災害対応のための事前の取組

災害時対応計画の策定、訓練等

関係機関との連携体制、資機材・燃料の確保
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（ 参 考 ）

15

月　日 内　　容
3/11 東日本大震災　発生

発生から約12時間後、対策本部会議で庁内の役割分担を決定
当初数日間 自衛隊・警察・消防署・消防団・市で、主に目視による捜索

　　　　瓦礫は横によける程度で、撤去は後回し
3/16頃 東北地方整備局に、排水ポンプ車を要請
3/19～ 排水作業開始
3/25 漁協船舶の撤去方針決定
3/28 民間の車両撤去開始

3/31頃 瓦礫撤去方針を定める
　　　　行方不明者捜索や生活に支障をきたす瓦礫撤去を優先

4/8 自衛隊への要請事項確認
行方不明者捜索終了の目安を提示

4/19頃 瓦礫撤去の方針を追加・変更
　　　　民地における家屋・車両・船舶の撤去方針

4/20 行方不明者捜索等の工程表を提示
4/28 自衛隊への要請内容の確認を提示

4/29～5/6 区長と関係機関で、行方不明者捜索終了の現地確認
5/4 行方不明者捜索体制の規模縮小について協議
5/7 市長による現地確認

この日をもって、集中捜索は終了（捜索終了宣言ではない。消防団は捜索終了。）
以後、民間業者による民地の瓦礫撤去等を本格化

6/1 自衛隊から市長へ行方不明者捜索の状況報告
6/12 自衛隊撤収

行方不明者捜索の経緯概要

16
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行方不明者捜索（活動人員）

発災～5月末
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17

自衛隊災害派遣出動の３要件

緊急性緊急性

公共性公共性

非代替性非代替性

18
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自衛隊の災害派遣出動３条件に
合致しない活動は要請せず、
民間業者に委託

作業内容・時期の詳細確認

H23.4.28

19

国、都道府県、市町村の役割

• 災害救助法では、行方不明者捜索や避難所開
設、物資支給等は都道府県の役割
But…実際に「人」と「面」を抱えるのは市町村

（「市民」「市土」が根底）
同法では、行方不明者所在予想場所の瓦礫しか撤去
できない

県経由では、欲しいときに物資が来ない

ハード面 ソフト面

国、都道府県 線、点 制度、費用

市町村 面、線、点 人

20
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凡例

年齢別、男女別人口

人口総数

0 - 10000

10001 - 50000

50001 - 100000

100001 - 300000

300001 - 500000

500001 - 1000000

1000001 - 2000000

凡例（人）

全国の約７割は、
人口５万人以下の市町村

市町村数：2005年
【各市町村の総人口】

相馬市

相馬市のような市町村の
あり方を考える必要

人口規模別に見た市町村の現状

21
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第

１
次
産
業

就
業
者
数

道
路
実
延
長

100万人以上

50万人以上100万人未満

30万人以上50万人未満

10万人以上30万人未満

5万人以上10万人未満

5万人未満

出展：総務省統計局より

市町村数：2005年（東京都の特

別区は、１市町村にカウント）

人口規模：2005年

総面積：2008年

耕地面積：2008年

商業年間商品販売額：2006年

第1次産業就業者数：2005年

道路実延長：2008年

①

②

① 人口規模としてはマジョリティ（約7割）だが、人口総数はマイノリティ（約2割）

⇒ “声”が届きにくい

② 少ない人口（約2割）で、広大な国土と農地（約6割）を守っている

⇒ “国土のあり方”は、小規模市町村の実態に即して実施すべき

相馬市のような５万人以下の市町村は・・・

22
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災害対応マネジメント力から建設マネジメント力へ

知 識 スキル

後天的な性格

将来の性格

行 動

災害対応

通常の建設活動
災害対応マネジメント力

ものの見方建設技術力

マネジメント力：個人（組織）の知識やスキルを統合し
て、状況に応じ適切な対応をする力
（仮）

建設技術力研究で議論している技術者の行動とコンピテンシーのモデル

知識やスキルは身に付けているけれど、
それを統合して実践に活かす能力が欠け
ている（建設技術力研究での現状認識）

修羅場をどれだけ経験するかが肝要

疑似体験の場としてのケースメソッドの
有効性⇒ 建設マネジメント力全体へ

9

10
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